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　第45 号(控訴審第25 号)
　　　　　2000 年6 月18 日(日)

控訴審弁論傍聴記

　今回の弁論傍聴記は、遠藤国賠の長年の支

援者であり、傍聴の常連さんである S.M さん

にお願いしいました。

[ガヴァガイ]

　「遠藤国賠、次回は7月19日か。僕はこの裁判の

傍聴は何度目になるのだろう。そろそろ10回位にな

るのかなぁ。」などと思っていたところへ、当支援

する会の“主任傍聴人”兼広報担当である寅次郎さ

んからの電話。「次回の遠国ニュースの傍聴記を書

いてよ。」

　今までず～っとお願いされても、それをお断りし

続けてきたのですが、今回、傍聴記なるものを書か

せていただくことになりました。

　しかし、前回5月15日の第15回口頭弁論は、「原

告側と裁判所」とがいつものようにやり合う場面

(「原告と被告」ではありません)がまったくなく、

表現を変えると、国側を裁判所が明らかに助けるこ

とに原告側が抗議する場面が全くなく、原告代理人

の阿部弁護士の弁論が淡々と行われ、その後次回期

日を決めて終了となってしまい、「傍聴記」として

書く素材に困ってしまいました。

　そこで、今回初めて傍聴された方に御感想をお聞

きしたり、これまでの傍聴記をパラパラと読んだり

した結果、今回は傍聴記ということを離れ、この裁

判で行われている不可解さを中心に書くこととしま

した。専門的な解説については他の詳しい方にお願

いしたいと思います。

　前回の遠藤国賠ニュース第44号で、遠藤国賠初傍

聴の亜細亜大学学生O.Hさんから寄せられた傍聴記

で「(次回)期日指定でも議論が及ぶことのある裁判

もあります。」との記述がありました。「通常の裁

判」はそのような議論が行われることが確かにあり

裁判官の無責任を許さない
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ます。僕も、そのような裁判を傍聴したことがあり

ました。しかし、いくら思い返してみてもこの遠藤

国賠訴訟に関しては、少なくとも僕の傍聴したかぎ

りでは、「次回期日に関して議論となった」という

記憶がありません。何度かこの裁判を傍聴している

うちに、遠藤国賠においては次回期日に関して議論

が無いことが当たり前のような気になっていました。

しかし、他の裁判と比較してみると、このことは非

常に素直な疑問だと改めて気がつきました。

　実は、この点だけを見ても、この裁判の長期化し

ている理由の一端を伺うことができます。

　裁判では、一方が何かしかの主張をしますと相手

方はその主張に対する反論をするのが通常です。当

事者が交互に主張・反論をやり合うわけです。これ

を民事訴訟法では「口頭弁論」といっています。大

雑把に言うと、この口頭弁論という方法でお互いに

主張や反論を出し合うことによって、争うべきもの、

つまり「争点」が明確になり、その争点について「ど

ちらの主張が正しいのか?」を裁判所が判断するので

す。ですから、本当は原告(遠藤さん側)が主張した

ことに対して被告(国側)は、できればその場で、ま

たは遅くとも次回期日までに原告の主張に対する反

論をしなければならないはずなのです。これが原則

です。

　もっとも実際の訴訟の場面では、訴訟を迅速に進

めるために、次回主張する側が次回期日前までに、

「準備書面」と呼ばれる次回期日に主張しようとす

ることを書いた書面を、裁判所と相手方に対して前

もって提出します。そして反論する側はその準備書

面をもとにしてそれに対する反論を書いた準備書面

を提出することによって次回期日に口頭弁論が行わ

れるのです。

　このように予め提出することによって相手方は

「次回にどのような反論をすべきか？」という準備

をすることができることになります。そうすると、

次回期日では主張と反論を一回の期日で行うことが

できるのです。その結果、我々の税金を使って運営

されている「裁判」というものを早期に終わらせる

ことができるというような仕組みになっているので

す。

　法律ではこの他にもさらに、「裁判というものが

不必要に長くなることがないように」という考えか

ら、色々な制度を設けています。

　ですから本来であれば、この遠藤国賠においても、

仮に原告側が「＊＊日までに準備書面の提出ができ

る」となれば、そこから相当な期間(反論としての準

備書面を被告が作成する期間)の後に、次回期日を決

めるとなるはずなのです。ですから、前回O.Hさん

の御指摘の通り、毎回毎回争いもなく次回期日が決

まる、というのは本当はおかしいのです。

　では何故、遠藤国賠では通常の裁判とは異なるや

り方で行われているのでしょうか?

　5月26日大阪地裁で、「裁判官への任官を拒否さ

れたこと」を理由とする国家賠償訴訟の判決があり

ました。原告敗訴の判決でした。また、皆さんも御

記憶にあることと思いますが、以前、沖縄の代理署

名の裁判もありました。さらに、先日「東電OL殺人

事件」で一審で無罪との判決が出たにも拘わらず、

再び身柄を拘束されてしまった外国人の裁判があり

ました。そして、遠藤さんの刑事事件での1・2審の

裁判、および今進行中の遠藤国賠です。これらに共

通するものは一体何でしょうか?

　お気づきのように一方は共通して「国家権力」で

す。我が国において、国側は「国が間違いを犯すと

いうことは絶対に無い!」との考えをあくまでも貫こ

うとしています。言葉を恐れずに言えば、そのよう

に「演出」し、「そのために個人が不利益を被って

も仕方がない」と考えているのです。これが、「国

家権力vs個人」となったときの“前提”です。この

ような状況の中、個人もしくは国民にとって、最後

の拠り所となるのは「人権の砦」と学校で教わった

「裁判所」ということになるはずです。

　しかし多くの場合、現在の裁判所というものは「国

家権力の違法・不当な行為を正当化するための機関」

として機能しています。なぜなら、国家権力を負け

させるような判決を出すと、裁判官自身が実質的な
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不利益を被ることが分かっているからです。我々が

学校で習った「三権分立」などというものはタテマ

エにすぎません。

　ですから、この遠藤国賠においても、裁判所とし

ては「国側勝訴」を前提に、その条件を満たす範囲

で訴訟を運営しているものと僕は考えています。ま

た、そのように考えてみることによって初めて、こ

れまでの裁判所の訴訟の運営方法(「訴訟指揮」とい

います)や発言の理不尽さをすっきりと理解するこ

とができ、スジが通っていると思えるのです。

　非常に分かりやすいことが以前ありました。こう

いうことです。原告側が被告に対してある質問をし

ました。それに対して、被告が答える前に裁判長が、

「(以前に)被告は＊＊と言っているのですから、い

いじゃないですか」と、間髪入れずに答えたのです。

被告はその時なにも言っていないというのに…。

　本来、憲法の要請からすれば、いえ、憲法なんて

ものを持ちだすまでもなく、「裁判所が公正でない」

という現状は、絶対に許せません。おりしも前述の

「任官拒否裁判」において、大阪地裁は「裁判官と

いうものは、公正らしさが求められる」という趣旨

のことを判決で言いました。裁判官は、「公正」の

みならず「公正らしさ」までもが求められる立場に

あるとのことです。

　では、これまでに遠藤国賠の裁判を傍聴したこと

のある方で、「うん、この裁判は『公正』だ。しか

も『公正らしさ』も十分だ」と思われた方がおいで

でしょうか?

　このニュースが皆さまのお手許に届く頃は、衆議

院選挙の直前でしょう。

　先日、「日独裁判官物語」という映画を観てきま

した。映画の内容には触れませんが、そのときに挨

拶をされたある弁護士の方は、「政権交代が行われ

なかったことが、今日の状況を招いた」という趣旨

のことを述べられました。同感です。例えば､薬害エ

イズ問題は、あの時に自民党でなかったからこそ、

国民に厚生省のでたらめぶりが明らかにされたので

しょう。大蔵省を始めとする中央省庁の無軌道ぶり

が表面化したのも根本は同じでしょう。

　我々は、一応「民主主義」という社会で暮らして

います。しかし、果たして本当に民主主義はきちん

と国民のために機能しているのでしょうか?(そう言

えば「民主主義の誤作動」などと無礼な発言をした

建設大臣もいましたが・・・。)

　民主主義というものは、その国の一人ひとりがで

きる範囲で能動的に参加し活動していくことによっ

て、初めて機能していくものです。非常に面倒くさ

いものだとは思います。しかし、面倒だと思ってあ

まり関心を示さなかった結果が現在の官僚汚職であ

り、連日の警察官の不祥事であり、多額の借金なの

です。与党の不法行為にお墨付きを与えている裁判

所とて決して例外ではあり得ません。

　刑事事件1・2審において、遠藤さんは不幸なこと

に辛酸を舐めることとなりました。しかし、「この

ようなことは今後は絶対に起こらない」などと果た

して言えるのでしょうか?

　遠藤さんは当時、轢き逃げ事故があったその場所

を事故の起こる「直前に」たまたま通っただけです。

このことは、最高裁判所も認めています。刑事1・2

審の裁判官・検事も、証拠や当時の状況から、遠藤

さんが犯人ではないことを認識していたことが証拠

上明らかです。にもかかわらず、「当時遠藤さんを

犯人と決めつけてしまったかもしれないが、それは

やむを得なかったのだ。だから最後まで国側の過ち

を認めるわけにはいかないのだ。責任をとる必要は

ないのだ」というのがこの遠藤国賠に対する国側の

態度なのです。

　事故直前に轢き逃げの現場を通るということは、

ドライバーであれば誰にでもありうることでしょう。

つまり、明日にでも遠藤さんの立場に誰もがなりう

るのです。少なくとも、この事件に関してはドライ

バーであれば「自分には関係のない事件だ」という

ことはあり得ないのです。

　では、僕を含めて皆さんが遠藤さんの立場となら

ないようにするにはどうすればよいのでしょうか?
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　やはり、この裁判で遠藤さんに勝訴してもらうこ

とが重要です。短絡的と思われるかも知れませんが、

遠藤さんを応援することが同時に、それぞれ御自分

の身を守ることに繋がる一助にはなるはずです。こ

れは、当会代表の今井さんがおっしゃる「不断の努

力」(憲法12条)でもあります。

　次回の口頭弁論期日は7月19日です。梅雨の終わ

りの頃で、雨が降るかも知れません。しかし、その

ような時こそ「国民はこの裁判をしっかり見ている

ぞ!」という姿勢を裁判所に対して示しましょう。そ

して、裁判所が本当に公正に行われているかを、ご

自分の目でお確かめ下さい。

[S.M]

控訴審弁論要旨

●遠藤さんはどうして署名押印しちゃったのか

　検察官が有罪証拠として提出してきたのは、血痕

と肉片・布目痕という物証の二本柱と、遠藤さんの

「異常走行体験供述」という三本目の柱であった。

　「時速約 40 キロメートルで進行中急に車の進行

状態が、後から何かに車を引っ張られるように、ス

ムースであった車の進行がにぶったような感じがし

た。そして急にハンドルが取られ車の後ろのほうが

バウンドした状態になり、私の身体が少し浮き上が

った。進路も急激に変わり、5・6メートルくらい進

行する間に、1 メートルくらい左側に移動した」と

いう供述である。

　ではなぜ、無実の遠藤さんはこの供述が書かれた

調書に署名押印してしまったのだろうか。

　それは、取調べ警察官が「右後輪に被害者の血液

がついていた」とウソをついてのサギ的取り調べを

行い、遠藤さんを陥れたからである(法律で禁じられ

ている「
ぎけい

偽計による取り調べ」)。岩沼署で発見され

た19×20センチ大の黒いシミ(いわゆる「右後輪付

着物」)がフルに活用されてしまった。

　取調べ当初、無実の遠藤さんは、身におぼえがな

かったので事故との関係を当然否定した。すると、

取調べ警察官の佐藤英二氏は「付着物を検査したら

人血だった。君が事故を起こしたことに間違いない」

と迫ってきた。

　当時、素朴に警察を信頼していたハタチの遠藤さ

んにとって、警察の言い分に対抗するだけの余裕は

なかった。「もしかしたら気づかないままひいてし

まったのかもしれない」という気持ちに追い込まれ

た。取調官は、ここぞとばかり「異常走行体験供述」

を調書に書き込んだ。遠藤さんはそれでもなんとか

訂正を要求したが、とりあってもらえず押し切られ

た。「では、右後輪の人血をどう説明するのか」と。

●暴かれたサギ的取り調べ

　このような「
ぎけい

偽計による取調べ」の実態は、取調

べ警察官であった佐藤英二氏の証人尋問で暴かれる

ことになる。

　当初、佐藤証人は、「(取調べの際、右後輪付着物

は)人血とは言っていない」と逃げていた。

　しかし、「警察で検査したところ人血であるそう

ですが…」という調書の一部を示して追及すると、

「人血であるとは言ったが、人血とは、23日朝宮城

県の警察から聞いた」と口からでまかせを述べた。

　さすがにマズイと思ったのだろう。一ヵ月後には、

「23日午後、検査により人血と判明したと電話によ

る連絡を受けた」と言ってきた。

　調書を作るとき人血であることが検査ですでに判

明していたというが、そういう決定的な事実なのに

その時間などにについて、矛盾をつかれて弁解がコ

ロコロ変わるというのはいかにも怪しい。検査は本

当はなされていなかったのではないか。「
ぎけい

偽計によ

る取調べ」の疑いが大いに強まる。

●「人血検査」は本当にあったの?

　そこで問題は、この「警察の人血検査」が本当に

なされていたのかどうかということである。
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　一審当初、新潟県警の技術
りいん

吏員横山氏が、「当日

『フィブリンプレート法』により人血反応がでた」

と言っていた。

　ところが、「その検査方法では短時間のうちに簡

単に結果は出せないはず」という船尾教授の証言が

なされるやいなや、今度は宮城県警鑑識課の富谷定

儀氏が、「『輪環反応法』により人血反応が出てい

た」と言い分をかえてきた。

　刑事裁判では終始、この「富谷定儀氏の検査」の

存在自体が疑問だと弁護人は主張していた。ところ

が一審裁判所は、これを全く無視、理由ぬきで都合

のいいところだけをつまみぐいしていた。その結果、

富谷氏の証言を採用、異常走行体験供述は
ぎけい

偽計によ

るものではないと断定し、これを証拠採用してしま

った。

　のちに最高裁は、無罪判決の中で明快に答えるこ

とになる。曰く、「富谷定儀
りいん

吏員による検査につい

ては、…、そのような検査が行われたこと自体が血

痕鑑定に関する横山技術
りいん

吏員の証言等にも全く出て

いなかったし、横山・富谷両技術
りいん

吏員の各証言によ

って、検査の
がいよう

概要が述べられているだけであって、

その詳細なデータは保存・提出されていないから、

これを船尾鑑定を疑問視する材料にすることは相当

とは思われない。」と。いわば、口先だけで説明し

ただけでは検査があったといっても信用できないと

言っているのである。

　最高裁の無罪判決は、刑事事件について有罪かど

うかを判断するのに必要な限度で抑制をきかせて判

示する。そのため、あらゆる争点について詳細に判

断するとは限らない。

　それなのに、最高裁が上記のようにまで述べてい

ることからすると、警察が「
ぎけい

偽計による取調べ」を

行っていたことを最高裁は実質的に認めたといえる

のではないだろうか。人血検査をまだしていなかっ

たにもかかわらず、血液であると警察がウソをつい

ていたことを認めたと思われるのである。

●「異常走行体験供述」は本当に信用できるのか。

　では、それほどまでにして一審裁判所が採用した

「異常走行体験供述」の中身は本当に信用できるの

だろうか。

　「急にハンドルが取られ車の後ろのほうがバウン

ドした状態になり、私の身体が少し浮き上がった。

進路も急激に変わり、5・6メートルくらい進行する

間に、1メートルくらい左側に移動した」

　この「異常走行体験供述」がのちに、司法研修所

のテキスト「無罪事件に学ぶ－捜査実務の基本」で

取り上げられた。「仮に、『被告人車の右後輪のみ

による
れっか

轢過』が客観的に立証できたならば、犯人に

しか知りえない供述としてその証拠価値は極めて高

いものになっていたであろう」と評価されている。

それほどまでに典型的な「右後輪のみによる
れっか

轢過」

の特徴を有する供述であった。

●どうしても助けたがる国賠一審東京地裁

　ところが実際には、被害者は、前輪と後輪により

二度ひかれていた。上山
しげるたろう

滋太郎教授の鑑定で判明し

たのである。この鑑定に対して、検察側は異を唱え

ず、一審裁判所も受け入れていた。とすると、最高

裁が無罪判決でいうように「被告人が被害者を
れっか

轢過

したのであれば、居眠り運転をしていたのでない限

り、相当強力な衝撃を二度にわたって感じたはずで

あり、特に前輪は運転席のほぼ真下にあって、右前

輪による
れっか

轢過の衝撃は強く感じられたはずであるか

ら、被告人の異常走行体験供述は、他の客観的証拠

から認められる
れっか

轢過態様と矛盾するというほかな

い。」と考えるのが当然の道理というものである。

　となると、客観的事実と矛盾している遠藤さんの

「異常走行体験供述」の中身の
しんぴょうせい

信憑性はゼロどころ

か、マイナスになったはずだった。

　にもかかわらず、裁判所は、遠藤さんと事故との

結びつきを認めてしまった。曰く、「被告人は捜査

段階においては、現場付近で異常走行状態を体験し

たことを供述している。…。これらは、被告人車両

と事故との関連性を強く
うかが

窺わせる極めて重要な事

実というべきである」と。

　こうしてみると、客観的証拠と食い違う「異常走

行体験供述」を採用することは矛盾であることを一
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審裁判官は十二分に自覚しながら、遠藤さんに対す

る悪意をもってあえて有罪判決をしたと考えざるを

得ない。

　なにしろ、客観的・科学的に2度轢過されたこ

とが判明した後それを証拠採用しておきながら、

明らかにそれとは矛盾する右後輪のみ轢過を示

す「異常走行体験供述」を採用してしまっている

のだから…。

　結局、「異常走行体験供述」に信用性がないこ

とを十二分に認識しつつ、有罪判決をしたと考え

ざるをえない。

　この点、
こくばい

国賠東京地裁判決は、刑事一審の認定が

著しく不合理とはいえないという。曰く、「必ずし

も、車両の後輪のみに衝撃を受けたとする供述にな

っているかは判然としない」「本件一審判決が右前

輪後輪
れっか

轢過の事実を認定したのは、原告の異常走行

体験供述のみによったのではなく、右後輪付着物、

事故態様に関係する各鑑定等の各証拠を総合勘案し

た上での認定であるから」と。

　最高裁の無罪判決にたとえ歯向かうことになろう

とも刑事一審裁判官をどうしても助けようとしてい

るかにみえる。

　以上、「異常走行体験供述」に関する判断におい

ても、刑事一審判決にはたして違法性がないといえ

るのだろうか。わが国の普通の裁判官の少なくとも

4分の1以上が、同様の手法と論理で、「異常走行

体験供述」を有罪証拠として採用し遠藤さんが
れっか

轢過

したという事実認定にいたると本当に言えるのだろ

うか。

　「異常走行体験」をめぐる問題として、有罪の立

場からすると、さらに別の重大な問題が生ずる。遠

藤さんが津川町で異常走行をもし本当に体験してい

たというのならば、その後、「もしかしたらひいて

しまったかもしれない?!」という「事故認識」をい

だく機会が何度もあったはずだ。にもかかわらず、

いだくことなく、右後輪上の 19×20 センチ大の被

害者の血液に気づかず、そのまま警察に車両を差し

出すということが通常人としてはたしてありうるこ

となのかどうか。

　次回は、「事故認識に関する問題」を論ずること

とする。

［寅次郎］

次回弁論のお知らせ

　次回弁論は──

7 月19 日(水)午後3 時～4 時30 分
東京高裁民事9 部・809 号法廷

──です。

　皆さん、傍聴におこし下さい。弁論終了後、ミー

ティング及び懇親会を行いますので、そちらの方も

是非どうぞ。

前回弁論後の懇親会
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【遠藤事件とは、このような事件です】

●1975 年12 月20 日

　午後9時半頃、新潟県蒲原郡津川

町の市街地に至る国道で轢き逃げ

死亡事故が発生した。遠藤さん(当

時トラック運転手、20 歳)はその直

前、たまたま現場を通過していた。

●同12 月22 日～24 日

　22日午後になって、遠藤さんのト

ラックのタイヤに「人血らしいシ

ミ」が警察署で発見されたことから、

警察は遠藤さんを轢き逃げ犯人と

決めつけたかのように取り調べや
見分を進め、犯人と「断定」した。

●1977 年2 月

　「業務上過失致死罪」で新潟地裁

に起訴された。

●1982 年9 月

　「禁錮6月、執行猶予2 年」の有

罪判決。

　この間、裁判官は検察側に有利な

証拠ばかりを採用するなど、一貫し

て検察側寄りの訴訟指揮を行なっ

た上、判決においては、問題の「タ

イヤのシミ」は人血ではない、かつ、

そのような位置には付着しえない

といった「鑑定」結果を無視、遠藤

さんのアリバイにかかわる争点に

ついては検察官すら主張していな

い事実を「認定」し、その存在を否
定している。

●1983 年1 月
　東京高等裁判所に控訴。

●1984 年4 月

　控訴棄却。

　普段はあまり感情を表に出さな

い遠藤さんが、この時はこみ上げる

怒りをこらえられず、退廷しようと

する裁判官らの背中に向かって「私

は轢いていません！裁判所がどう

言おうと私は轢いていないので

す！」と叫んだ。しかし裁判官はそ

れに一瞥もせず退廷した。

　直ちに上告。

●1989 年4 月

　最高裁は一、二審とまったく同じ

証拠にもとづき審理した結果、全員

一致で「原判決(高裁判決)および第

一審判決を破棄する。被告人は無

罪」との判決を言い渡した。

　判決後の記者会見の席で遠藤さ

んは「13年間の苦労が涙になって出

てきました」と言って涙を流した。

　しかし、この無罪判決までには実

に 13 年もの歳月を費やしている。

事件発生当時は 20 歳の青年が、こ

の時すでに34歳になっていた。

　遠藤さんは言う。

　「これで刑事裁判は終わった。こ

れからは自分の人生を楽しく過ご

そうと思いました。失った 13 年の

青春時代をなんとか取り戻そうと

思いました。・・・・・被告人とい

う肩書を背負って暮らした 13 年の

辛さは決して忘れることのできな

い、言葉では言い表せない重圧でし

た。・・・(刑事裁判の一、二審は)

私を犯人にするための暗黒裁判で

あったとしか言いようがない。彼ら

に責任を取らせることが本当の意

味での刑事裁判の終わりであり、人

を裁く裁判官は自らをも裁くべき
であり、責任をとるべきが筋です。」

●1991 年1 月

　国および裁判官六名と起訴検察

官の個人責任を追及する国家賠償

訴訟を提起。

●1996 年3 月

　東京地裁民事38部は、「原告(遠

藤さん)の請求を棄却する」原告敗

訴の判決を言い渡した。

　判決では「普通の裁判官の4分の

3 以上が無罪とするであろう事件に

ついて、誤って有罪とした場合には、

『著しく不合理な事実認定』であっ

て国家賠償法上「違法」となる(損

害賠償責任がある)。しかし、本件

ではそれほどの『不合理な事実認

定』があったとは言えない。」と述

べて、検察官のみならず裁判官をも

免責した。

[tommi]

　現在、東京高裁民事9 部(809 号法

廷) で控訴審が進行中です。
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事務局から

●6月19日、私を含めて3 人の運転

者が原告となり、「運転免許の更新

手数料は憲法で保障された財産権

の侵害である」との訴訟を東京地裁

に提起する予定。『交通の教則』な

どにより交通安全協会が儲かるだ

けの更新システム(＝練金システ

ム)を突くつもりだ。

●6月26日発売の『週刊ビッグコミ

ック・スピリッツ』（小学館）で、

史上初の本格的裁判コミック『交通

被告人 前へ!』が連載スタートする。

原作は私。カネも度胸も知識もない

学生くんが、金持ちの悪たれ友人の

クルマを代行運転しているとき、自

動速度取締機により無実のスピー

ド違反で測定＆撮影され、「自分に

ウソはつけない」の一点で困難な裁

判を争う、という物語だ。

　これがヒットしてくれたら、次は

遠藤国賠をと企んでいる。あっ、そ

んな先のこと言ってる場合じゃな
いっ。締め切りが……!

[今井亮一]

●最近、遠藤国賠ホームページのア

クセス数が、伸び始めています。ま

た、先日は BBS(電子掲示板)に初め

て遠藤さんが書き込みをして下さ

いました。その時にお礼とご挨拶を

させてもらえば良かったのですが

(私は遠藤さんにお会いしたことが

ないので)、丁度多忙を極めており、

その機会を逸してしまいました。こ

の場を借りて、ご挨拶申し上げます。

また、BBSにいらして下さいね。

●次回弁論には、遥々と京の都から、

東の都まで出ていって、傍聴しよう

と思っています(支援者の Y さんは

もっと遠く、大阪からいらしている

そうですが)。私の初傍聴となった

第 13 回目の口頭弁論は午前中だっ

たため、その後のミーティングはあ

ったのですが、飲み会がなく、残念

な思いをしました。2 回目となる次

回は期待していますっ(何を?)。

［ガヴァガイ］

●先日、寅次郎とガヴァガイと3人

で飲み会を行い、遠藤国賠の支援活

動を盛り上げるにはどうすればい

いか話し合いました。その中でこれ

はなかなかいいアイデアだと思う

ものが一つありました。かわいい女

の子がたくさん傍聴していたら、裁

判官も少しはやる気を出し(ええ格

好をし)、弁論中いつも寝ている検

察官も目を見開いて議論に乗って

くるのではないかというものです。

下世話で馬鹿馬鹿しいかもしれな

いけど、意外と効果があるのでは?

と割と真剣に考えています。

［カブ］

●5月26日(金)「神坂任官拒否国賠

訴訟」の判決がありました。これは、

箕面忠魂碑訴訟という政教分離に

関する裁判にご両親とともに神坂

さん本人が関与していたから（？）

という理由で、司法修習生だった神

坂さんが裁判官への任官を拒否さ

れた事件で、教官(＝裁判官)ら国を

訴えていた裁判です。

　私も傍聴してきましたが、判決言

い渡しはほんの数秒。「原告の請求

をいずれも棄却する。訴訟費用は原

告の負担とする」そう言いはなって

逃げるように立ち去る裁判官たち。

一瞬の間ののちどよめきと“主任傍

聴人”T さんらから「理由を言わん

かい。言うっていう話やったやない

か!」という声がおこりました。

　なんとも厚い司法官僚の壁…。唖

然として立ち上がれませんでした。

「こんなんで勝ってはいけない」と

みんなが思うほど原告側が主張立

証をつくし、被告国側はほとんど反

論しなかった、反論できていなかっ

たのですから…。

●6 月 7 日(水)TBS『筑紫哲也

News23』にて、遠藤事件に関する特

集が約 15 分間放映されました。前

回 5 月 15 日弁論後のミーティング

や6月3日日弁連主催の国際会議の

ワンカットもオンエアしました。

　そして、遠藤さんが娘さんを抱っ

こして語る最後の場面が実に絵に

なっていましたねえ。

　この特集中の最高視聴率は 10 パ

ーセントを超えたとか。遅い時間に

してはけっこうな視聴率だったそ

うで、そうとう高い関心を呼んだよ

うです。

　もし、見のがされた方は、事務局

までご連絡ください。ビデオテープ

をお送りいたします。

　という次第でますます前向きに

支援活動をやってゆきたいと思い

ます。どうぞご支援・ご協力のほど

お願い申し上げます。

［寅次郎］
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